
 

 

➊➊  施施設設使使用用料料のの改改定定ににつついいてて  

施設使用料については，運営を持続可能なものとするため，施設を利用する方・しない方の負担の公 

平性の観点を踏まえ，公費負担と受益者負担のバランスのあり方について，全ての公の施設（817施設）

を対象に，施設の性質に応じた点検・見直しを行いました。 

点検結果に基づき，料金の改定を実施いたします。御理解のほど，よろしくお願いいたします。 

【施設使用料点検の経過】 

施設の区分 点検内容 

法令等により基準が設け 

られている施設（506施設） 

本市に料金設定の裁量が少ないですが，独自の減免をしている場合は，そのあ

り方を点検・見直しを行いました。 

主たる利用者が無料，独立 

採算が求められる施設等 

（182施設） 

各施設が持つ個別の論点や民間施設の相場等を踏まえて検討し，点検・見直し

を行いました。 

 

その他の施設（129施設）  各施設の収益可能性，公的関与の必要性の度合いに基づく分類ごとに公費負担

割合の上限を設定する「共通の基準」による点検を実施し，上限を超える施設は，

運営コストの削減，稼働率の向上等を図った上でもなお，上限を超える場合に料

金を改定します。また，上限を下回る施設においても，運営コストの削減等に取

り組むほか，民間施設の相場等を踏まえた料金に改定します。 

なお，利用者の皆さまへの急激な御負担増を避けるため，施設ごとの改定率が

50％を超える場合，改定率を 50％とする激変緩和措置を講じています。 

 

➋➋  手手数数料料のの改改定定ににつついいてて  

  証明書の発行等，特定の方の必要に応じて提供される役務の費用について，その役務を必要とする方 

としない方との負担の公平性のため，この必要費用を原則 100％ご負担いただくものとして，別紙「令 

和４年６月１日から改定する手数料について」のとおり，料金の改定を実施いたします。 

  ※ 激変緩和措置として，改定の上限を現行手数料の 1.5倍とし，今後も定期的に点検を行い，経費 

の節減や事務の効率化など，必要経費の削減に取り組みます。 

※ １件当たりの必要経費の算出方法：１件当たりの処理時間から算出した人件費＋物件費 

 

❸❸  施施設設使使用用料料・・手手数数料料のの改改定定内内容容ににつついいてて  

今回の点検に基づき，改定する内容につきましては，別紙「施設使用料の問い合わせ先一覧」及び「令

和４年６月１日から改定する手数料について」にて御確認いただけます。 

個別の改定内容の詳細につきましては，同資料の「お問い合わせ先」に記載の所管課にお尋ねいただ 

きますようお願いいたします。 

 

行財政改革による一斉点検結果に基づく 

施設使用料・手数料の改定のお知らせ 

□お問い合わせ□ 

京都市行財政局財政部財政室 075-222-3288 

※具体的な料金改定の内容については，各所管課にお問い合わせください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000255317.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000255317.html

